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第１ 総則 

 本事業者選定審査基準（以下「本書」という）は、松田町（以下「当町」という。）

が、「松田町ボトルドウォーター生産施設整備運営事業」（以下「本事業」という。）

の事業者の募集及び選定に当たり、応募しようとする者に交付する実施要項と一体

のものである。 

 また、本書は、事業者選定審査に当たって、応募者のうち最も優れた提案を行っ

た者を客観的に評価し、選定するための方法、基準を示すものである。 

 

 

第２ 事業者選定審査の概要 

１ 事業者選定審査の手順 

 事業者選定審査に当たっての手順は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 審査の方法 

 事業者選定審査に当たっては、２段階の審査により実施し、第１次審査とし

て資格審査を、第２次審査として提案審査を行う。なお、資格審査は、提案審

査のための提案書類を受け付ける応募者を選定するためのみに用いることとし、

資格審査の具体的な内容について、これを提案審査に持ち越さないものとする。 

 なお、応募者が 1者の場合も、資格審査及び提案審査を行うものとする。 

参加表明書の提出 

参加資格要件の確認 

参加資格審査結果の通知 

一次審査 

参加資格要件の確認 

最優秀企画提案者の決定 

応募資格要件が 
確認できない場合 

は失格 

技術提案書の提出 

提案価格の提出 

提案内容の審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 

二次審査 
提案内容の審査 
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３ 審査の体制 

 審査に当たっては、第１次審査を事務局（松田町政策推進課定少子化担当室

定住少子化対策係）、第２次審査を当町が設置した「松田町ボトルドウォター生

産施設整備運営事業審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において行う。 

 

 

第３ 第１次審査（資格審査） 

 応募者が備えるべき参加資格の要件（実施要項に規定されている要件）を満たし

ているかどうかの確認審査を事務局にて行う。1 項目でも当該要件を満たしていな

い場合は、失格（参加資格がない）とする。 

 

 

第４ 第２次審査（提案審査） 

 事業者選定審査基準に関する審議ならびに応募者より提出された提案書類の審査

を審査委員会で行い、最優秀提案者を選定する。 

 

１ 提案価格の適格審査 

 提案書に記載される提案価格が、事業設定価格の範囲内であることを確認す

る。設定価格を越える場合は、失格とする。 

 

２ 技術評価点の算出方法 

 提案価格の適格審査に合格した提案審査書類について審査し、審査結果を技

術評価点として次の方法により得点化し、技術評価点とする。 

（１）技術評価点の配点は、110点とする。 

（２）「表１ 評価項目と配点」に示す評価項目、審査の視点及び配点に従い、

応募者の技術提案書の内容について加点評価し、技術評価点として得点化

する。 

（３）得点化に際しては、「表２ 各審査項目の得点化基準」に示す得点化基準

に従い、得点を付与する。 
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表１ 評価項目と配点 

 評価項目 内容 
配

点 

１ 実施体制 
グループ構成の専門性（設計・施工・管理運営・ブランデ

ィング業務の連携）や代表企業の財務状況、事業実績 
10 

２ 施設整備計画 

生産施設の衛生管理、環境配慮（断熱性、防音性） 10 

製造ラインの機能性 

（水：2,000 本/h）（炭酸：1,000 本/h）を確実に生産でき

る高効率・高衛生な設備配置） 

10 

３ 自立性の確保 
将来的に補助金等に頼らず、持続可能なビジネスモデルと

する。 
20 

４ KPI達成計画 募集要領５（２）に示す４つ KPIの達成計画 10 

５ リスク管理 

災害時の飲料水供給協力体制や品質管理トラブルへの対応

策及び事業の安定的な運営に向けたリスク管理内容を明確

にすること。 

10 

契約上における発注者のリスク（負担）軽減策の提案 10 

６ 
ブ ラ ン デ ィ ン

グ・販売戦略 

ブランド価値向上策、目標販売量達成に向けた販売戦略 

(2 つのラインで 3,000 本/h という生産能力に対する具体

的な販路の確保（EC、百貨店、海外等） 

20 

７ 
町及び地域への

貢献 
町への納付金(施設使用料や水道使用料)など 10 

８ 価格提案 建設・運営コストの妥当性 30 

９ 総合判断 本事業に対する理解度や熱意等を総合的に判断 10 

計 150 

 

 

 

表２ 各審査項目の得点化基準 

評価 評価基準 得点化の方法 

Ａ 提案が特に具体的で優れている 配点×1.00 

Ｂ 提案が具体的で優れている 配点×0.75 

Ｃ 提案が具体的ではあるが標準的である 配点×0.50 

Ｄ 提案が具体的ではあるが標準を下回る 配点×0.25 

Ｅ 提案が具体的ではない 配点×0.00 
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３ 価格評価点の算出方法 

 提案価格は、次の方法により得点化し、価格評価点とする。 

（１）価格評価点の配点は、30点とする。 

（２）下式により、提案価格の点数の計算は、次の式により算出する。有効桁

数は少数第２位とし、少数第３位を四捨五入する。 

 

  

 

 

４ 総合評価点の算出方法 

 各種提案は、次の方法により得点化し、提案評価点とする。 

（１）提案評価点の配点は 10点とする。 

（２）事業者からのアイデア等に関わる提案・プレゼンテーション時の評価及

び提案価格を踏まえ、本事業全体のバランス等を客観的に判断し、提案

評価点とする。 

（３）総合評価点は、採点のうち最高点及び最低点付けた採点を除き、そのほ

かの点数を平均し、平均点を評価点として算出する。平均する際には、

少数点第３位を四捨五入する。 

 

第５ 最優秀提案者の選定 

 選考方法は、「第４ ２．技術評価点の算定方法」、「第４ ３．価格評価点の算出

方法」及び「第４ ４．提案評価点の算定方法」の規定に従い、算出した得点の合

計得点（以下「総合評価点」という）が最も高い提案をした最優秀提案者と次に高

い提案をした優秀提案者を選定する。 

 総合評価点は計 150 点とし、小数点以下の数値については、小数点第３位を四捨

五入して小数点第２位まで算出する。 

 

  

 

  総合評価点が 90点以上の提案者がいない場合、選定なしとする。 

なお、提案者が１者の場合は、総合評価点が 90 点以上であれば最優秀提案者と

する。 

 

第６ 最優秀提案者の決定 

 当町は、総合評価点に基づき、当町の最終的な選定審査を行い、最優秀提案者及

び優秀提案者を決定し、最優秀提案者を契約の優先交渉権者とする。但し、最優秀

提案者が事業契約を締結しない場合は、当町は次点提案を行った優秀提案者と事業

契約の交渉及び締結の手続きを行う。 

 提出された提案書を審査した結果、いずれの提案も本要領で示した仕様等を満た

していないと判断した場合は、優先交渉権者の決定を行わない場合がある。 

応募者全体の提案価格のうち最も低い価格 

当該提案価格 
価格評価点＝ ×30 点 

   総合評価点 ＝ 技術評価点 ＋ 価格評価点 ＋ 総合判断点    

   （150点）   （110点）   （30 点）   （10点） 


